
規

則

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
及
び
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普

及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
一
号

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

認
定
の
申
請
に
必
要
と
認
め
る
図
書)

第
一
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令

第
三
号
。
以
下｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
の
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下｢
法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
係
る
住
宅(

以
下

｢

認
定
申
請
住
宅｣

と
い
う
。)

が
知
事
が
指
定
す
る
機
関
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第

三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合

当
該
機
関
が
発
行
す

る
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

二

認
定
申
請
住
宅
の
全
部
又
は
一
部
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
一

年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下｢

品
確
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
住

宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
に
よ
り
品
確
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
住
宅
型
式
性
能
認
定(

以
下
単

に｢

住
宅
型
式
性
能
認
定｣

と
い
う
。)

を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
住

宅
型
式
性
能
認
定
が
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第
三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準
の
全
部
又
は

一
部
に
適
合
す
る
と
き

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
二
年

建
設
省
令
第
二
十
号
。
以
下｢

品
確
法
省
令｣

と
い
う
。)

第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住

宅
型
式
性
能
認
定
書(

以
下
単
に｢

住
宅
型
式
性
能
認
定
書｣

と
い
う
。)

の
写
し

三

認
定
申
請
住
宅
の
全
部
又
は
一
部
が
品
確
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
証
型
式
住
宅
部

分
等(

以
下
単
に｢

認
証
型
式
住
宅
部
分
等｣

と
い
う
。)

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
認
証

型
式
住
宅
部
分
等
が
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第
三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準
の
全
部
又
は

一
部
に
適
合
す
る
と
き

品
確
法
省
令
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
型
式
住
宅
部
分
等
製
造

者
認
証
書
の
写
し

四

認
定
申
請
住
宅
に
係
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
と
市
町
村
又
は
景
観
行
政
団
体(

景
観
法(

平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号)

第
七

条
第
一
項
の
景
観
行
政
団
体
を
い
う
。)

が
認
め
た
場
合

そ
の
旨
を
証
す
る
書
面
の
写
し

(

認
定
の
申
請
に
不
要
と
認
め
る
図
書)

第
二
条

省
令
第
二
条
第
三
項
の
所
管
行
政
庁
が
不
要
と
認
め
る
図
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

住
宅
型
式
性
能
認
定
書
の
写
し
を
添
え
た
場
合

当
該
住
宅
型
式
性
能
認
定
書
に
お
い
て
、
品

確
法
省
令
第
六
十
四
条
第
一
号
イ
�
の
規
定
に
よ
り
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
に
お
い
て
明
示
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
事
項
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
に
係
る
図
書

二

型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
書
の
写
し
を
添
え
た
場
合

当
該
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認

証
書
に
お
い
て
、
品
確
法
省
令
第
六
十
四
条
第
一
号
ロ
�
の
規
定
に
よ
り
住
宅
性
能
評
価
の
申
請

に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
事
項
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
に
係
る
図
書

(

認
定
を
受
け
た
計
画
の
取
り
や
め)

第
三
条

法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
住
宅
の
建
築
又

は
維
持
保
全
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
は
、
取
り
や
め
申
出
書(

第
一
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

(

工
事
完
了
報
告)

第
四
条

法
第
十
条
に
規
定
す
る
認
定
計
画
実
施
者
は
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
長
期
優
良
住

宅
の
建
築
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
場
合
は
、
工
事
完
了
報
告
書(

第
二
号
様
式)

を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
１
号
様
式
(第
３
条
関
係
)
取
り
や
め
申
出
書

年
月

日

福
島
県
知
事

認
定
計
画
実
施
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

一

○
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
施
行

規
則

二



認
定
計
画
実
施
者
の
氏
名
又
は
名
称

�

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
の
認
定
(第
８
条
第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
６
条
第
１
項
の
認
定
・
第
８
条
第
１
項
の
変
更
の
認
定
)
を
受
け
た
長
期
優
良
住
宅
建
築

等
計
画
に
基
づ
く
住
宅
の
建
築
又
は
維
持
保
全
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
取
り
や
め
ま
す
の
で
､

申
し
出
ま
す
｡

記
１
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
番
号

２
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
年
月
日

３
敷

地
の

地
名

地
番

４
取

り
や

め
た

理
由

備
考１
申
出
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
､
代
表
者
の
氏
名
を
あ
わ
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
申
出
者
の
氏
名
(法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
)
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に

お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
２
号
様
式
(第
４
条
関
係
)
工
事
完
了
報
告
書

年
月

日

福
島
県
知
事

認
定
計
画
実
施
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

認
定
計
画
実
施
者
の
氏
名
又
は
名
称

�

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
の
認
定
(第
８
条
第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
６
条
第
１
項
の
認
定
・
第
８
条
第
１
項
の
変
更
の
認
定
)
を
受
け
た
長
期
優
良
住
宅
建
築

等
計
画
に
係
る
住
宅
の
建
築
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
｡

記

１
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
番
号

２
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
年
月
日

３
敷

地
の

地
名

地
番

４
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
係
る
住
宅
の
建
築
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
建
築
士
等

(
級
)
建
築
士
(

)
登
録
第

号
氏
名

(
級
)
建
築
士
事
務
所
(

)
知
事
登
録
第

号
名
称

所
在
地

備
考１
報
告
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
､
代
表
者
の
氏
名
を
あ
わ
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
報
告
者
の
氏
名
(法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
)
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に

お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

３
４
の
項
目
に
つ
い
て
は
､
建
築
士
法
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
工
事
監
理
を
行
う
場
合
の

み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
て
く
だ
さ
い
｡

(

建
築
指
導
課)

福
島
県
規
則
第
六
十
二
号

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例(

平
成
二
十
一
年
福
島
県

条
例
第
四
十
九
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数
料
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下｢

法｣
と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
優

良
住
宅
建
築
等
計
画(

以
下
単
に｢

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画｣

と
い
う
。)

の
認
定
の
申
請

者(

次
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
除
く
。)

か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額
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一
戸
建
て
の
住
宅(

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第

つ
き
四
七
、
〇
〇
〇
円

三
号
。
以
下｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
号
の
一

戸
建
て
の
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等(

省
令
第

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

四
条
第
二
号
の
共
同
住
宅
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
六
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

三
三
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

五
九
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
、
〇
一
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
、
八
八
〇
、
〇
〇
〇
円

二

知
事
が
指
定
す
る
機
関
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第
三
号
を
除
く
。)
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
住
宅
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
八
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

二
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

三
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

五
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

九
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
六
二
、
〇
〇
〇
円

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
者(

次

号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
除
く
。)

か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
二
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

五
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

八
五
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
六
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

二
九
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

五
〇
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

九
四
〇
、
〇
〇
〇
円
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四

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
知

事
が
指
定
す
る
機
関
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第
三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
住
宅
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築

等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
者(

次
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
除
く
。)

か
ら
徴
収
す
る
手
数

料

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

三
〇
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

八
一
、
〇
〇
〇
円

五

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
譲
受
人
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

申
請

一
件
に
つ
き
二
、
〇
〇
〇
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
指
導
課)
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